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「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の延長に伴う対応方針」
～いのちと暮らし、経済を守り、安心と活力を取り戻すため～

補正予算が成立、市独自の取り組みを実施
市では、令和 2年１月 31日に武蔵野市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、さまざまな取り組みを行っていますが、5月 4日
に国が決定した緊急事態宣言の延長という新たな状況に際し、市としての対応方針を 5月 13 日に策定しました。なお、5月 20 日に令
和 2年第 2回市議会臨時会が開催され、対応方針に基づく「令和 2年度一般会計補正予算（第 3回）」および都市計画税の減税を行う「市
税条例の一部を改正する条例」が可決されました。一般会計補正予算額は 14億 5997 万円です。対応方針の内容とともに、それに基づ
く主な取り組みについて紹介します。全文は市HPに掲載しています。
▶問：各取り組みについて：各課、対応方針の策定について：企画調整課☎ 60-1801（掲載の情報は令和 2年 5月 22日時点のものです）

● 専門家会議、産業・経済政策懇談会などとの協議・意見交換
による対策の推進

● 吉祥寺駅周辺などの巡回、横断幕の掲出などによる外出自粛
要請の実施

● 各種申請手続きなどの郵送対応の拡大（国民健康保険の各種
手続きなど）

感染拡大防止に向け、ＰＣＲ検査体制を充実します。また、今後に向
けて、マスクやアルコール消毒液などの備えを拡充します。

ひとり親世帯などに対する市独自の臨時給付を実施します。また、生
活困窮者などに対する相談支援にもしっかり取り組みます。

● 各種相談を拡充しています
生活に困っている方▶問：生活福祉課☎ 60-1254
支払い猶予
　◎市税▶問：納税課☎ 60-1828
　◎ 水道料金・下水道使用料▶問：水道お客様センター☎ 52-0733
　◎ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料▶問：保険年金課☎ 60-

1836
　◎介護保険料▶問：高齢者支援課☎ 60-1845

● 「市民こころの健康相談」
の相談回数を増やします

　毎週火・木・第２・４土曜
　▶相談電話：☎ 55-6003

● 休校中の不安や学校再開に向けた
悩みなどを臨床心理士にご相談く
ださい▶問：教育支援センター☎
60-1922

2 市民の暮らしを守るセーフティネット施策

1 いのちを守る感染拡大防止に向けた対策

　市民の皆さまの外出自粛や感染防止の取り組みに感謝
申し上げます。この間、感染拡大防止のため、公園の遊
具やコミュニティセンター、図書館などの利用ができず、
多くの皆さまにご不便をおかけしていること、申し訳な
い気持ちでいっぱいです。そして、市民のいのちを守る
ため、最前線の現場で日々懸命に努力されている医療従
事者の皆さま、感染リスクと向き合いながら、市民生活
を支えるために、介護、保育、また日用品の販売や生活
に関連するさまざまなサービスの提供に従事いただいて
いる皆さまに、心から感謝申し上げます。

　武蔵野市では、緊急事態宣言の延長に伴う対応方針を
発表し、市民の皆さまのいのちと暮らし、経済を守り、
安心と活力を取り戻すため、新たに武蔵野市独自の取り
組みを行います。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を防ぎ、市民の健康と医療体制を守るため、PCR検査
センターの設置や、より困難な状況にあるご家庭への支
援、市民の日常生活を支えている中小企業の皆さまなど
への緊急支援を行います。さらに令和３年度の都市計画
税の税率を２分の１に引き下げます。引き続き、感染拡
大を防ぐため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

武蔵野市長

市民の不安軽減と医療体制を維持するため、
市が医師会や医療機関などと協力して 5月
21日に武蔵野市 PCR検査センターを設置し
ました。医師会の医師による完全予約制です。
ご心配な方は、受診時にかかりつけ医などに
ご相談ください▶問：健康課☎ 51-0700

●武蔵野市ＰＣＲ検査センターの設置 3278万円

マスクやアルコール消毒液などを購入し、市内医療機関や市の
各施設における感染症対策として備えます▶問：健康課☎ 51-
0700

8754万円●マスクやアルコール消毒液などの購入

対象者 令和2年5月分の児童育成手当（障害手当を含む）受給者
支給金額 対象児童 1人当たり 3万円
支給時期 令和 2年 6月末
申請方法 申請は不要。対象者には5月29日にお知らせを送付しました。受

給を希望しない場合は、6月12日（金）までにご連絡ください。

ひとり親世帯や障害児のいる世帯に対し、市独自に対象児童１人当た
り 3万円の臨時給付を実施します※児童育成手当・障害手当の両方
に該当する場合の重複支給はありません▶問：子ども家庭支援セン
ター☎ 60-1963

●ひとり親世帯などに対するさらなる支援 3025万円

支給要件の緩和（やむを得ない休業などで収入が減少した方も対象）
に伴う申請者の増加に対応します▶問：生活福祉課☎ 60-1254

●住居確保給付金（家賃相当額の支給）の拡充 8817万円

家族介護者が新型コロナウイルス感染症になった場合など、高齢者宅
へ緊急にヘルパーを派遣して、生活維持に必要な家事援助・身体介護
の支援を行います▶問：高齢者支援課☎ 60-1846

●レスキューヘルパーの拡充（高齢者等緊急訪問介護）420万円

人口と世帯
《令和2年5月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7872人（353人増）　世帯数7万8084世帯（308増）
●男7万758人（179人増）　●女7万7114人（174人増）　
〔うち外国人住民数3325人（3人増）〕

City Report Musashino is available in 10 languages.
市報むさしのを10 言語で読むことができます。

そのほかの取り組み・特別定額給付金は 8頁へ

検査のデモンストレーション
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■期日・内容

担が軽減される認定証）の有効期
限は 7月 31 日です。現在、認定
証をお持ちの方には申請書を送付
しますので、更新の手続きをして
ください。新たに要件に該当し施
設などを利用する方は高齢者支援
課へ申請してください▶申込・問：
高齢者支援課☎ 60-1845

証明書自動交付機・コンビニ交
付サービスを停止します
システムメンテナンスのため。
▶日時：6 月 8日（月）終日（証
明書自動交付機は午後２時～３
時のみ停止）▶問：市民課☎ 60-
1839

市民税・都民税（個人住民税）
令和2年度納税通知書の発送
市民税・都民税（個人住民税）が
課税になる方へ 6 月 9 日（火）
に発送します。納付方法が普通徴
収（納付書や口座振替により個人
で納付）の方と、公的年金からの
特別徴収（引き落とし）の方が対
象です。給与から差し引かれてい
る方は、勤務先から特別徴収税額
の決定通知書を受け取ってくださ
い。なお、3月 17 日以降に申告
をされた方については、納税通知
書への内容の反映が遅れる場合
があります▶問：市民税課☎ 60-
1823

期別 納期限
第１期 ６月 30日

第２期 ８月 31日

第 3期 11月２日

第 4期 令和３年２月１日

国民健康保険限度額適用・標準
負担額減額認定証の申請
現在ご使用の認定証は 7月 31 日
で有効期限が切れます。現在、認
定証をお持ちで、引き続き認定証
の交付を受ける方は申請してくだ
さい（6月初旬にお知らせと申請
書を送付）。医療機関などに被保
険者証とともに提示すると、受診
時の保険診療分の支払いなどが自
己負担限度額までになります。年
齢や所得により医療機関での支払
額（自己負担限度額）は異なりま
す。入院時だけでなく外来診療に
おいても利用ができます。認定証

令和 2年度固定資産税情報の
縦覧期間の延長について
市報 4月 1 日号 3 頁に掲載した
「令和 2年度固定資産税課税情報
の縦覧・閲覧」は新型コロナウイ
ルス感染症に伴う緊急事態宣言延
長を受け、６月 30 日（火）まで
延長します。
▶場所：資産税課▶対象：納税者
（免税点未満、非課税物件のみの
所有者除く）など▶持ち物：納税
通知書など本人確認ができる書類
▶問：資産税課☎ 60-1826

効率的なエネルギー活用推進
助成金
創エネ・省エネを推進し、市域の
総エネルギー使用量を削減するた
めに、自宅への設備の設置、改修
にかかる費用の一部を助成しま
す。
▶対象：4 月 1 日～令和 3 年 3
月 31 日に対象設備の設置、改修
を完了した方（予算額の上限に達
した場合は受付を終了します）▶
申込・問：詳細は市HPまたは電話
で環境政策課☎ 60-1841へ。

助成対象設備 助成金額
（いずれか低い方）

HEMS（ 住 宅
用エネルギー
管理システム）

5万円または機器購入
費用の 1/2

太陽光発電シ
ステム

3万円×機器の最大出
力 kW（ 上 限 5kW）
または機器購入費用
の 1/2

太陽熱温水シ
ステム

5万円または機器購入
費用の 1/2

燃料電池コー
ジ ェ ネ レ ー
ションシステ
ム（エネファー
ム）

6万円または機器購入
費用の 1/2

蓄電池システ
ム

1 万円×機器の容量
kW（上限 6kW）ま
たは機器購入費用の
1/2

既築住宅の窓
断熱改修

10万円または工事費
用の 1/5

介護保険負担限度額認定証の
更新・申請
令和元年度介護保険負担限度額認
定証（短期入所を含む介護保険施
設における居住費・食費の自己負

は随時交付していますので、新規
に必要な方は保険年金課へ申請し
てください▶問：保険年金課☎
60-1834

公費負担医療などの取り扱いに
ついて
①～⑥に該当する受給者証（3月
1日～令和 3年 2月 28 日に有効
期間が満了する者に限る）をお持
ちの方は、有効期間の満了日を原
則として 1年間延長することが
できます。①小児慢性特定疾病医
療費②自立支援医療費③特定医療
費④肝炎治療特別促進事業⑤先天
性血液凝固因子障害等治療研究事
業⑥特定疾患治療研究事業など
（※例外的に有効期間が 6カ月の
ものについては、延長期間も 6
カ月となります）▶申込：不要▶
問：障害者福祉課☎ 60-1904

６月は浸水対策強化月間です
～浸水への備えをお願いします
道路にある雨水ますや側溝がふさ
がっていると、雨水が流れず、浸
水の危険性が高まります。雨水ま
すや側溝にごみを入れたり、物を
置いたりしないようにお願いしま
す▶問：下水道課☎ 60-1914

お持ちの樹木の適正な管理を
お願いします
敷地内の樹木が道路上や隣地に張
り出すと見通しが悪くなり事故の
原因となることがあります。また、
折れた枝の落下、倒木などにより
樹木の持ち主が責任を問われるこ
ともあります。定期的に点検する
など、適正な維持管理をお願いし
ます。なお、幹回り 1.3 ｍ以上ま
たは高さが 10ｍ以上などの樹木
の場合、保存樹木の指定を受ける
ことで樹木医の派遣などの維持管
理上の支援制度もありますのでご
相談ください▶問：緑のまち推進
課☎ 60-1863

公衆トイレ「ミカレットみたか」
利用開始のお知らせ
公衆トイレ「ミカレットみたか」
の改修工事が完了し、6 月 1 日
（月）午前 10 時から利用が可能
になります。ご協力ありがとうご
ざいました▶問：ごみ総合対策課
☎ 60-1802

工事名 受注者名

◎他の模範となる優秀な工事
境南小学校雨水貯留浸透
施設設置及びグラウンド
整備工事

㈱武蔵野トラン
スポート

◎優良な工事　　　　　 　 　（契約番号順）
中央コミュニティセン
ター給排水管及び空調設
備更新工事

アネス㈱多摩支
店

中央コミュニティセン
ター給排水管更新に伴う
建築工事

㈱吉沢工務店

市道第 246号線舗装改修
工事

㈱武蔵野トラン
スポート

武蔵野総合体育館ボイ
ラー系統還水槽更新工事

㈱織田ホーム機
器

市道第 63 号線舗装改修
工事

㈱武蔵野トラン
スポート

第五小学校北校舎棟ラン
チルーム空調機更新工事

㈱日汽

けやきコミュニティセン
ターＥＶ設置及び内装等
改修工事

大谷建興㈱武蔵
野支店

境保育園空調機更新工事 ㈱織田ホーム機
器

市道第 40 号線舗装改修
工事

三栄建設㈱武蔵
野支店

市道第 102号線取付管更
生工事

淺間保全工業㈱
武蔵野支店

市道第 183号線外１路線
雨水ます取付管更生工事

三喜技研工業㈱

桜堤コミュニティセン
ターエレベーター新設に
伴う改修工事

清本建設㈱

武蔵野総合体育館冷凍機
更新工事

アネス㈱多摩支
店

エコプラザ（仮称）空気
調和設備工事

アネス㈱多摩支
店

エネルギー地産地消プロ
ジェクト第四中学校電力
自営線整備工事

ＮＥＣネッツエ
スアイ㈱

市道第 79 号線舗装改修
工事

㈱武蔵野トラン
スポート

市道第181号線外 3路線
雨水ます取付管更生工事

淺間保全工業㈱
武蔵野支店

市道第 40 号線外 5 路線
雨水ます取付管更生工事

淺間保全工業㈱
武蔵野支店

（水道部契約分）　　　　     　（契約番号順）
関前五丁目 8番先配水補
助管布設替工事

㈱保谷工業所

市道第119号線外 8箇所
消火栓取替工事

㈲小川設備工業
所

都道 123号線外 7箇所消
火栓取替工事

井上工業㈱

関前二丁目 2番先配水補
助管布設替工事

㈲小川設備工業
所

令和元年度「他の模範となる優
秀な工事」ほかの公表について
公共工事の品質確保と受注者の適
正な選定および技術の向上を目的
として、契約金額 500 万円以上
の工事を対象に工事成績評定を実
施し、下記の工事を令和元年度の
「優秀な工事」「優良な工事」と認
め公表します。なお、優秀な工事
には表彰状が授与されます▶問：
総務課☎ 60-1819、水道部総務
課☎ 54-5176

市議会からのお知らせ
　右記の日程で、第２回市議会定
例会を開催します。本会議の模様
を市議会HPにて生中継しますの
でご覧ください。日程は変更する
ことがあります。HPで確認してく
ださい。また、傍聴については議
会事務局までお問い合わせくださ
い▶問：議会事務局議事係☎ 60-
1883

開会時間（予定）：午前10時
☆は午後２時、★は本会議
終了後

期日 会議名
6/4（木） 議会運営委員会☆
6/9（火） 本会議（議案上程など）
6/10（水） 本会議予備日
6/12（金） 総務委員会
6/15（月） 文教委員会
6/16（火） 厚生委員会
6/17（水） 建設委員会
6/18（木） 外環道路特別委員会
6/22（月） 本会議（委員会審査報告など）
6/23（火） 本会議（一般質問）

6/24（水） 本会議（一般質問）
議会広報委員会★

6/25（木） 本会議予備日

 秘書広報課からのお知らせ　　   ▶問：秘書広報課 ☎ 60-1804

ツイッター：https：//twitter.com/
musashino_hope
フェイスブック：https：//www.
facebook.com/musashinocity

市政情報を
発信して
います

台風・地震などの災害・防災情報、事件・不審者・環境などの安
全情報ほか／配信不定期／利用方法：パソコンや携帯電話など
から登録ページにアクセス。http：//mobile.city.musashino.
lg.jp/index.cgi?page=4

むさしの
防災・安全
メール

むさしの-FM（78.2MHｚ）
●月～金曜／9：30、12：15、13：30、16：45、18：30、21：30●土曜／9：30、11：45、
12：45、15：30、16：45、18：30●日曜／9：30、11：45

マイシティ
むさしの

ケーブルテレビ（11ch）
●毎日／9：30、12：00、20：30、23：00

むさしの
シティニュース

「市報むさしの」は全戸配布のほか、市の施設、JR３駅などに置いてありま
す。視覚障害の方のために、音声版「声の市報」も作成しています。

市報は月2回
発行

掲載のイベントなどは、中止・延期の可能性があります。情報は 5月 22日時点のものです。
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、6頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

 商工会館　〒180-0004 吉祥寺本町 1-10-7
　　観光機構（1階）／吉祥寺まちづくり事務所（2階）
　　消費生活センター（3階）

 市民社協・ボランティアセンター武蔵野／福祉公社／
地域包括ケア人材育成センター
　　　　　　〒180-0001 吉祥寺北町 1-9-1
 障害者総合センター　〒180-0001 吉祥寺北町 4-11-16
総合体育館　〒180-0001 吉祥寺北町 5-11-20
　　野外活動センター・市体育協会（3階）

 シルバー人材センター　〒180-0006 中町 3-5-16
 高齢者総合センター　　〒180-0012 緑町 2-4-1
 みどりのこども館　　　〒180-0012 緑町 2-6-8
 障害者福祉センター　　〒180-0011八幡町4-28-13
国際交流協会　　　　　〒180-0022 境2-14-1スイング9階
 市民会館／男女平等推進センター
　　　　　　　　　　　〒180-0022 境 2-3-7
 武蔵野プレイス　　　　〒180-0023 境南町 2-3-18
ふるさと歴史館　　　　〒180-0022 境 5-15-5

吉祥寺市政センター
　〒180-0004 吉祥寺本町 1-10-7商工会館2階
　☎ 22-1821
中央市政センター（緊急事態宣言発令期間は休館）
　〒180-0006 中町 1-2-8 ☎ 56-3800
武蔵境市政センター
　〒180-0022 境 1-1-7QuOLa2 階☎ 53-2200

市関連施設

【事例①】インターネットで海外旅行の契約をしていたが飛行機が飛
ばずキャンセルになった。キャンセル料が発生するようだ。当方の原
因ではないのに納得できない。
【事例②】子どもが学習塾に通っているが、今月は休校となったにも
かかわらず、今月分の授業料が引き落とされ、返金できないと言われた。
【事例③】２カ月後に結婚式場を予約しており申込金 10万円を支払っ
ているが、結婚式を延期することになりキャンセルを申し出たところ、
規約通り 30％のキャンセル料がかかると言われた。2カ月も先なの
にキャンセル料が高過ぎる。
【アドバイス】新型コロナウイルス感染症の影響で、契約していたサー
ビスが受けられないにもかかわらず、返金されない、またはキャンセ
ル料がかかってしまう、などの相談が多く入っています。事例はいず
れも相談者に責任があるわけではありませんが、事業者にも責任がな
いため、多くの場合、契約時の規約もしくは約款などに従わざるを得
ないのが現状です。個別に事業者と交渉することは可能です。困った
場合は消費生活センターにご相談ください。
　消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受け
しています▶相談専用電話：☎ 21-2971 ▶相談時間：平日午前 9時
～午後 4 時▶対象：市内在住・在勤・在学の方▶費用：相談無料▶問：
消費生活センター☎ 21-2972

消費生活センター
  相談の窓口から

新型コロナウイルス感染症に関する
さまざまな契約トラブルが発生しています

狂犬病の集合注射を実施します

今年度は 6月 1日（月）～ 14日
（日）に実施します。東京都獣医
師会武蔵野三鷹支部加盟の動物病
院で接種してください。時間など
は事前に各病院にお問い合わせ
ください▶問：環境政策課☎ 60-
1842

蚊をなくして快適な夏を

蚊の防除は、水中に生息するボウ
フラを駆除することが最も有効で
す。空き缶、空き瓶、古タイヤな
どにたまる不要な水たまりをなく
しましょう。詰まった雨どいや側
溝、ごみ置き場などの定期的な清
掃を行い、くみ置きの水は小まめ
に入れ替えましょう。なくせない
水たまりには必要に応じて薬剤使
用が効果的ですが、使用には注意
が必要です。また、成虫対策とし

ては草むらややぶを定期的に刈り
取り、風通しを良くしましょう▶
問：環境政策課☎ 60-1842

スズメバチなどの巣の駆除助成
と駆除用具の貸し出し
スズメバチなどの巣を自分で駆除
する方に、専用駆除スプレーとハ
チ防護服を無料で貸し出します。
自主駆除が困難な場合は、市が指
定する専門業者（井之頭造園協同
組合☎ 21-9261）に依頼してく
ださい。費用の一部を助成しま
す。６月末までの早期の巣は小さ
いため、駆除費用が少なく済みま
す▶申込・問：環境政策課☎ 60-
1842
種類など 助成額 本人負担額

スズメバチ 9200円 9500円

6月末まで 6850円 8000円

オオスズメバチ 2万5700円 9500円

そのほかのハチ 4400円 5500円

ガイド＆GUIDE

◆講座・講習・イベント◆
■司法書士による相談会
登記、相続、遺言、成年後見、債
務整理、空家問題などの相談▶日
時：6 月 13 日（土）午後 1時～
4時▶場所：公会堂▶費用：無料

▶申込：不要▶問：東京司法書士
会武蔵野支部・勅使☎27-6761

■行政書士による相談会
官公署への許認可、相続など法務
書類の作成に関する相談▶日時：
6 月 16 日（火）午前 9 時 30 分
～ 11 時 50 分▶場所：市役所ロ
ビー▶申込：不要▶問：東京都行
政書士会武鷹支部☎30-5899

■司法書士・土地家屋調査士によ
る登記相談会
相続、贈与、不動産登記、土地建

物測量、空家問題などの相談▶日
時：6 月 18 日（木）午前 10 時
～午後 3時▶場所：市役所ロビー
▶費用：無料▶申込：不要▶問：
東京司法書士会武蔵野支部・勅使
☎ 27-6761、東京土地家屋調査
士会武蔵野支部☎30-9800

■法律相談会（電話相談）
相続、遺言、離婚、成年後見、不動産、
労働問題、債務整理など▶日時：6
月 20日（土）午前10時～午後4
時（1人 30分程度）▶対象：48
名（申込順）▶費用：無料▶申込：

多摩パブリック法律事務所☎042-
548-2450（平日午前11時～午後
3時）へ▶問：同事務所☎ 042-
548-2422

◆お知らせ◆
■むさしのみたか市民テレビ局
6月 1日（月）～16日（火）【わ
がまちジャーナル】「ごみ減量で
地球環境にやさしいまちづくり」
「朗読の部屋　お伽草子　其の五」
「小道ガーデンの緑ボランティア」
（2012 年 6月放送）「むさしのみ
たか花＊ diary」／ 17 日（水）

～30日（火）【アンコールアワー】
「バリアを超える　手と手と手
（2005 年 3 月放送）」「太宰の足
あとを訪ねて（2002年6月放送）」
▶問：同テレビ局☎79-1434

市内施設の住所は3・6頁、見出
し部分などを参照。講師の方など
の敬称略。申し込みの際は、必ず
行事名、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を明記してください。

ガイド＆GUIDE に掲載の情
報については令和 2 年 5 月
22 日時点のものです。イベ
ントなどの開催の可否につい
ては、各主催者にお問い合わ
せください。

　地域の学校支援協力者を募集

学校教育に深い関心をもち、特技
や趣味を生かして児童・生徒への指
導や学校への協力をしていただける
方を随時募集しています▶問：指導
課教育推進室☎ 60-1241

都営住宅（家族向・単身者向）
入居者募集
募集の案内・申込書の配布：6
月 8日（月）～ 23日（火）の各
施設開館日（数に限りがありま
す）期間中は https：//www.to-
kousya.or.jp/ から印刷可。
▶日時：6月8日（月）～23日（火）
▶場所：市役所案内・住宅対策課、
都庁、東京都住宅供給公社募集セ

市民会館8月分使用申込（予定）

仮申請が重なった場合、利用団体
などによる公開抽選。空き室は使
用当日まで申込可。
▶日時：仮申請6月 1日（月）～

ンター、JKK 三鷹窓口センター
ほか▶対象：家族、単身者▶問：
JKK 東京募集センター☎ 03-
3498-8894、住宅対策課☎ 60-
1905

福祉型住宅入居者募集（高齢者
用）
若干戸、1K ～ 1DK（バス・ト
イレ付）、家賃約 2万～ 4万円程
度（所得により異なる）。
▶対象：次の①～④のすべてに
該当する方①市内に引き続き 3
年以上在住②住宅に困っている
③申込日において 65歳以上のみ
の世帯④平成 31年中の所得が月
額 21 万 4000 円以下（1 人の場
合）、住宅困窮度順に決定▶申込・
問：6 月 3 日（水）～ 5日（金）
に電話で住宅対策課☎ 60-1905
へ。

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
育
成
課

夏期保育士補助
12名程度

保育補助／保育士資格有資
格者または保育士養成学校
在学生なお可

7 月 15 日～９月 15 日（再び
書類選考を経て、任用される場
合あり）／週５日（月～金曜）
※シフト応相談／午前 8時 30
分～午後 5時／市立保育園／時
給 1150～ 1230円／交

書類審査
（書類審査通
過者のみ面接
日随時連絡）

申・問 6 月 30 日（火・必着）までに履歴書（写真添付・勤務希望園および「夏期保育士補
助臨時職員希望」と明記）・保育士有資格者は保育士証の写しを郵送または直接〒180-8777
子ども育成課☎ 60-1854 へ。

市の会計年度任用職員の募集

会計年度任用職員とは…身分は非
常勤一般職の地方公務員。地方公
務員法などの改正に伴い、令和 2
年 4 月から新たに創設され、嘱
託職員や臨時職員の制度が会計年
度任用職員制度に移行した／特 
に記載のないものは令和 3 年 3
月 31 日まで（条件付採用期間あ

り・勤務成績が良好な場合に限り、
再度任用される場合あり）、社会
保険・雇用保険加入あり／交交通
費あり（上限あり）／面接前日ま
でに通知（届かない場合要連絡）、
提出書類の返却不可、結果は合否
に関わらず通知／地方公務員法第
16 条に規定する欠格条項に該当
する方は受験できません

15日（月）、公開抽選6月16日（火）
午後 1時 30 分、本申請 6月 20
日（土）～ 30日（火）午前 9時
～午後8時▶場所：市民会館▶申
込・問：市民会館☎ 51-9144

最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。
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　就学相談を受け付けます

▶日時：6 月 1 日（月）～ 7 月
10 日（金）▶対象：令和 3年度
に小・中学 1 年生になる児童の
保護者で、市立小・中学校特別支
援学級への入級や都立特別支援学
校への入学を検討している方▶申
込・問：教育支援課☎ 60-1908

　 令和２年度児童手当・特例給付、
児童育成手当の現況届の提出
児童手当・特例給付、児童育成手
当を受けている方は、現況届（5
月 29 日に郵送）を提出してくだ
さい。提出がないと、受給資格が
あっても 6月分以降の手当は支

給できません。児童育成手当受給
者で、昨年の所得が所得制限を超
えている場合などでも、必ず提出
してください。現況届が届かない
場合はご連絡ください。
▶ 申 込：6 月 30日までに郵 送
（〒180-8777 子ども家庭支援セ
ンター）、電子申請（児童手当のみ）
または直接子ども家庭支援センター、
各市政センター（夜間窓口を除く）
へ▶問：子ども家庭支援センター☎

内容 対象 備考 申・問

１ 児童扶養手当 月額1万180円～4万3160円（所得による。第２子5100～1万190円、第３
子以降１人3060～6110円加算） 子が18歳に達する年度末（子に障害が

ある場合は20歳に達する月まで） 所得制限など支給要件がありま
すので、該当する方はお問い合
わせください

子ども家庭支援センター
手当医療係
☎60-1963
（郵送・各市政センター受付
不可）

２ ひとり親家庭等
（○親）医療費助成 保険診療の自己負担分（課税世帯は一部）を助成

３ 児童育成手当 月額１万3500円 子が18歳に達する年度末

４ ひとり親家庭等
住宅費助成 民間賃貸住宅などに賃料を払っている方に月額１万円以内 子が20歳に達する月まで

５ 相談事業 生活上の問題などの相談・情報提供による支援
※８月13日（木）・14日（金）ひとり親総合相談会を実施予定 来所相談は要事前予約

子ども家庭支援センター
子ども家庭支援係
☎60-1850

６ ホームヘルプ
サービス事業

日常生活に支障がある家庭の就業・自立を促進するためホームヘルパー
を派遣

小学３年生以下の児童がいるひとり親
家庭の方など

派遣：月12回（１日１回）以内、午
前７時～午後10時の1～８時間
／所得に応じた利用負担金あり

７ 自立支援
給付金事業

就業に必要な能力開発・資格取得を支援
①高等職業訓練促進給付金…養成機関で修業中の方に生活費として支給
②自立支援教育訓練給付金…教育訓練講座の受講料の一部を助成③高卒認
定試験合格支援給付金…高卒認定試験合格を目指す講座の受講料を一部助
成（試験合格時の上乗せ助成あり）

20歳未満の子を扶養し児童扶養手当
の支給を受けているか、同様の所得水
準の方

講座修了・資格取得の見込みな
ど審査あり

８ 母子及び父子
福祉資金の貸付 子の修学資金などを貸し付け ６カ月以上都内に在住し20歳未満の

子を扶養する母子および父子家庭の方
貸付内容、金額などの条件あ
り。所得などの審査あり

９
ひとり親家庭
訪問型学習・
生活支援事業

学習支援員が受講者宅で学習・生活支援を行う

児童扶養手当の支給を受けているか、
同様の所得水準の方、小学４年～中学
２年生までの児童、ほかの学習支援事
業などを利用していない児童

申込多数の場合選考による

10 高校生教材代
支給事業 教材代月額2500円（申込者多数の場合、支給月額の調整あり） ひとり親家庭等医療費助成制度対象世

帯の高校生
詳細は市民社協 HP（http://
www.shakyou.or.jp/）参照

７月10日（消印有効）まで
に所定の申請書（市民社協
HPから印刷可）に必要書類
を添えて郵送または直接市
民社協☎23-0701へ

楽しくありながらも忙しい子育
ての中で、本当に必要な情報を
自分で探し出すのは大変。むさ
しのすくすくナビはそんな保護
者の方をお手伝いする
ツールです▶問：子ど
も政策課☎ 60-1239

　ひとり親家庭などのための制度 父母の離婚、死亡などにより児童と生計を同じにしているひとり親家庭など（1～ 3は父または母に重度の障害
がある場合を含む）を対象に実施しています。

おうちで楽しめる子育て情報を公開
オンライン子育てひろばや、手作りおも
ちゃの作り方など、地域の子育て支援団
体が発信している子育て情報、

子育て相談、東京都の子育て支援情報をまとめています。ぜ
ひご覧ください▶問：子ども政策課☎ 60-1239

6月の相談ごと（無料） 指定外土･日曜、祝日、休館日休み。予予約制　健康相談は、5頁に掲載

相 談 名 日 時 相談場所 問
こ
こ
ろ
の
健
康

引きこもり相談 月・火・水・金・土曜 10時～6時 協同ネット☎24-6491
こころの
健康相談

来所 予 木曜 1時～4時 市民こころの健康相談室
☎55-6003電話 火・木曜 10時～正午、1時～4時

第2・4土曜 10時～正午、1時～4時

精神保健医療相談 予 お問い合わせください
武蔵野
三鷹地域
センター

多摩府中保健所
☎042-362-2334

子
ど
も
・
女
性

教育相談 予 月～金曜 9時～5時 教育支援センター☎60-1899
帰国・外国人教育相談 予 月～金曜 10時～5時 帰国外国人教育相談室☎54-8626
子育てに関す
る総合相談

来所・訪問 月～金曜 8時30分～5時 子ども家庭支援センター
☎55-9002 0120-839-002電話 月～土曜 8時30分～夜10時

発達に関する相談 予 月～金曜 9時～5時 ハビット☎55-8510
若者サポート相談 月・火・水・金・土曜 10時～6時 協同ネット☎24-6491
ひとり親家庭相談 月～金曜 9時～5時 ひとり親支援担当☎60-1850

女性総合相談 予
第1土曜 1時～3時50分

男女平等推進センター
☎37-3410

第2金曜 夜6時～8時50分
第4火曜 9時～11時50分

女性法律相談 予 第1土曜 9時30分～正午

外
国
人

外国人
相談

英語・日本語 火～土曜 9時～5時
国際交流協会☎56-2922
♣お問い合わせください

中国語 火～土曜 10時～5時
ヒンディ・タミル･ドイツ・ロシア・ノルウェー・スペイン・タイ語♣

外国人・法律・心理相談 予 第4土曜 1時～4時

そ
の
他

ボランティア相談 火～土曜 9時～5時 ボランティアセンター武蔵野☎23-1170
創業支援 予 水曜 10時～4時 産業振興課☎60-1832
経営相談（創業含む） 月～金曜 9時～5時 商工会議所☎22-3631

野外活動相談 毎日（15日
を除く） 9時～5時 野外活動センター☎54-4540

にじいろ電話相談（性的指向・性自認）
（来所相談も可 予） 第2水曜 夜5時30分～8時30分男女平等推進センター☎38-5187☎37-3410（予約専用、随時）

相 談 名 日 時 相談場所 問

一
　
般

一般相談（市政に対する意見など）月～金曜 9時～5時
市民活動推進課
☎ 60-1921（予約専用）
問 60-1829
相談は2週間前から予約開
始。
人権相談、行政相談の予約は
前日まで。
※相談方式などは変更とな
る場合があります。

法律相談 予 月･水･金曜 10時～3時45分
人権相談 予 11日（木）

1時～4時
行政相談 予 11日（木）
交通事故相談 予 4日・18日（木）1時～3時30分
税務相談 予 中止

1時30分～4時30分
年金・社会保険・労務相談 予 9日・23日（火）

障
害
者

法律相談（電話相談も可） 予 16日（火） 10時～4時

住宅改造相談 月～金曜 9時～5時 障害者福祉センター
☎55-3825

歯科相談 予 中止 保健センター 障害者福祉課
☎60-1904

く
ら
し

消費生活相談 月～金曜 9時～4時 消費生活センター☎21-2971
生活困窮に関する相談 月～金曜 8時30分～5時 生活福祉課☎60-1254
住まいのなんでも相談室

（空き家・耐震化・不動産・マンション） 予 木曜 9時～正午
1時～4時 住宅対策課☎60-1905

高齢者等入居支援相談 月～金曜 9時～4時

高
齢
者

高齢者なんでも電話相談 365日 24時間 ☎36-2123（相談専用電話）

認知症相談 予
3日（水）

10時～正午
1時～3時

専門相談員が
電話します

高齢者支援課
☎60-184611日（木）

17日（水）
総合相談 

電話相談のみ随時 福祉公社☎23-1165
法律相談 

60-1852（児童手当・特例給付）、
☎60-1963（児童育成手当）

　 6 月期児童手当・特例給付を
　振り込みます
6 月 10 日（水）に 2～ 5月分の
手当を指定口座に振り込みます▶
問：子ども家庭支援センター☎
60-1852



最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。
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1月1日～5月10日の市内の特殊
詐欺被害件数は28 件、被害額は
約1083万円と昨年に比べ急増して
います。今後は、特別定額給付金
の支給に伴い、市役所や総務省な
どをかたってキャッシュカードや現
金をだまし取る、新たな手口が予想
されますので十分ご注意ください。
市役所や総務省などの職員が、
ATMの操作をお願いしたり、特別
定額給付金支給のための手数料を
求めることは絶対にありません。
すぐに警察へ通報してください。

☎55-0110
武蔵野警察署６月７日～ 13日は危険物安全週

間です。私たちの生活に欠かせな
い製品の中には、危険なものが意
外に多く含まれています。しかし、
取り扱いを間違えるとけがや事故
の原因にもなります。例えば、カ
セットボンベなどを廃棄するため
に室内で缶に穴を空け、その後何
らかの火源により火災になること
や、使い切ることなく捨てて火災
になる場合があります。一人ひと
りが危険物に対し正しい知識を持
ち、正しく使うことで火災を減ら
すことができます。この機会に危
険物について考えてみましょう。

☎51-0119
武蔵野消防署

　5月31日～6月6日は禁煙週間

世界保健機関（WHO）は喫煙しな
いことが一般的な社会習慣となる
よう取り組んでいます。喫煙や受
動喫煙による健康への影響は大き
く、公共施設や職場などでは全面
禁煙、分煙が進んでいます。たばこ
が止められない方は「ニコチン依
存症」の可能性があります。たばこ
による健康影響や、禁煙のコツに
ついては市HP参照▶問：健康課

　新型コロナウイルス感染症と
　熱中症
６月は体がま
だ暑さに慣れ
ていないため、
熱中症に注意
が必要です。感染症予防のため家
の中にいることが多いと、暑さに
慣れないまま夏を迎え、熱中症に
なる恐れがあります。まず暑さ対
策をとってから少しずつ軽い体操
や散歩などでうまく汗をかいて、
体温を下げられるようにしましょ
う。急に暑くなった日には我慢は
せず、早めにエアコンなどを使用
することも大切です▶問：健康課

６月申込の
健診・検診

経過観察中・自覚症状のある方は医療機関で受診をしてくだ
さい。詳細は「がん検診ガイド」、市HP参照／ 対対象、定定員、
場実施機関、内内容、費費用／問健康課

種類 受診日／対象者・内容など 申込

40歳からの
女性のための
がん検診

（乳がん・胃
がんエック
ス線・肺がん
セット検診）

※託児あり

7月10日（金）／午前８時30分～11時15分 ハガキ・封書（記入事項は
以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「40歳からの女性のため
のがん検診希望」（時間指
定不可）、住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号、託
児希望は子の氏名・生年
月日

対40歳以上（令和３年３月31日時点）の女性で、昨年
度市の乳がん検診を未受診の方（妊娠中または可能性
のある方、授乳中または断乳後３カ月以内の方、職域
などほかで受診機会がある方は対象外）定15名（申込
順）場健康づくり事業団内乳房エックス線検査（マン
モグラフィ）、胃部エックス線検査（バリウム検査）、胸
部エックス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方の
み）費無料

胃がんエック
ス線・肺がん
セット検診

※胃がん検診のみ
の受診も可

7月6日（月）・8日（水）・11日（土）
／午前８時30分～11時15分 ハガキ・封書（記入事項は

以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「胃・肺セット希望」・「胃
がん検診希望」、第3希望
日まで（時間指定不可）、
住所、氏名、生年月日、性
別、電話番号

胃：対35歳以上（３年３月31日時点）の方内胃部エッ
クス線検査（バリウム検査）
肺：対40歳以上（３年３月31日時点）の方内胸部エッ
クス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）
【共通】
妊娠中または可能性のある方、職域などほかで受診機
会がある方は対象外定60名（申込順）場健康づくり事
業団費無料

肺がん検診

7月実施分 ハガキ・封書（記入事項は
以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「肺がん検診希望」（時間
指定不可）、住所、氏名、生
年月日、性別、電話番号

対40歳以上（３年３月31日時点）の方。妊娠中または
可能性のある方（職域などほかで受診機会がある方は
対象外）場市内指定医療機関（７カ所）内胸部エック
ス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）費無料
※検診日時は、市から受診券シールが届いたら、直接
医療機関に予約

肝炎ウイルス
検診

対40歳以上（３年３月31日時点）の方、同検診未受診の方、ほかに
受診機会のない方※市国保、後期高齢者医療制度加入者は健診時
に実施場健康づくり事業団内血液検査費無料

電話または
直接
健康づくり
事業団へ

妊婦歯科健診 対妊娠中の方場市内指定医療機関内歯科健診費無料※受診票は母
子健康手帳とともに交付（母と子の保健バッグに同封)

転入の方は
健康課へ

6 月の健康相談　
相　談　名 日　　　時 場　所 問

健康なんでも相談 月～金曜 午前8時30分～午後5時

保健センター

健康課
☎ 51-0700健康相談（予約制） 18日（木）午後1時15分～2時15分

マタニティ安心コール
（妊婦相談） 月～金曜 午前9時～午後5時 健康課

☎ 51-0703
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

特に表記のない限り、
場所は保健センター、
対象は市内に住民登録
のある方、無料。ハガ
キなどでの申し込みは
欄外の申込要領参照

保健センター〒180-0001 吉祥寺北町 4-8-10 
　健康課（1階） ☎ 51-0700
　健康課（マタニティ安心コール） ☎ 51-0703 
　健康づくり事業団（2階） ☎ 51-2828
　健康づくり支援センター（1階） ☎ 51-0793

休日の医療機関
初期救急（入院を要しない急病）○印＝午前 9時～午後 5時◎印＝午前 9時～午後 10時
風邪症状がある方は、必ず事前に連絡してから受診してください。
※ 症状によってほかの病院での受診をお勧めする場合があります。
　内科に小児、小児科に成人が受診する場合は事前に電話連絡が必要です。
　なお、午前 9時～午後 5時の間に 1時間の休憩時間があります。
　詳細については各医療機関に電話でお問い合わせください。
日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

7 日
（日）

○中田内科クリニック 内科 吉祥寺北町 2-1-14 28-4600
○いるかこどもクリニック 小児科 桜堤 2-7-27 52-1650
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

14 日
（日）

○スイング・ビル野崎
クリニック 内科 境 2-14-1 36-3534

○晴朗クリニック 内科・小児科 吉祥寺本町 2-10-12 23-7234
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

二次救急（入院を要する救急）平日夜間、休日24時間 
＊小児科は武蔵野赤十字病院で対応

吉祥寺南病院 内科・外科 吉祥寺南町 3-14-4 ☎ 45-2161
武蔵野陽和会病院 内科・外科 緑町 2-1-33 ☎ 52-3212
森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 ☎ 22-5161
二次救急・三次救急（二次救急では対応できない救命・救急）
武蔵野赤十字病院 境南町 1-26-1 ☎ 32-3111
＊同病院では、初診時に紹介状と予約が必要。まずはかかりつけ医へ。休日・夜間に緊
急性の低い方が外来受診した場合、時間外選定療養費（8640 円）の負担あり（15歳未
満は 5400円）▶問：同病院
歯科診療 午前 9時～午後 5時　電話連絡のうえ受診
7日（日） 長谷川歯科医院 緑町 1-4-5 ☎ 52-1251
14 日（日）花井デンタルクリニック 西久保3－2－1アルベルゴ武蔵野103 ☎ 55-7279

6/1（月）～ 14（日）

東京都医療機関案内「ひまわり」
☎ 03-5272-0303（自動応答）
FAX03-5285-8080（聴覚障害者向け）
☎ 03-5285-8181（外国語） 毎日 9-20
https://www.himawari.metro.
tokyo.jp/

東京都小児救急相談
月～金 18-23 ／土日祝年末年始 9-23
＃8000 または☎ 03-5285-8898

東京消防庁救急相談センター
電話相談 ＃7119または☎ 042-521-2323
　

東京版救急受診ガイド 検索

調剤薬局 日曜午前 9時～午後 5時　市薬剤師会武蔵野管理センター
武蔵野管理センター薬局 中町 3-7-1武蔵野コーポラス105 ☎ 55-6710

そのほかの当番薬局は市薬剤師会ホームページ https://www.musayaku.jp/ 参照

開館状況は各館にお問い合わせく
ださい。

●  中央図書館：吉祥寺北町4-8-3　
☎51-5145

●  吉祥寺図書館：吉祥寺本町1-21-
13 ☎20-1011

●  武蔵野プレイス：境南町2-3-18　
☎30-1900
h t t p : / / w w w . l i b r a r y .
musashino.tokyo.jp/
携帯電話版は末尾に m/ を

● ごみ総合対策課：〒180-0012 
　緑町3-1-5 ☎60-1802

　  クリーンセンター係：☎54-1221

●  粗大ごみ受付センター：☎60-1844

危険・有害ごみを
ほかのごみと

混ぜて出さないで
ください

火災の原因となり
非常に危険です

介護支援専門員（ケアマネジャー）
実務研修受講試験
▶試験日程：10 月 11 日（日）
▶受験要項：高齢者支援課、各在
宅介護・地域包括支援センター、
都庁などで配布。郵送希望は角 2
封筒（250 円分の切手貼付）を
同封し、東京都福祉保健財団ケア
マネ試験担当（〒 163-0719 新
宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生
命ビル 19 階）へ▶申込・問：6
月 30 日（消印有効）までに簡易
書留郵便で同財団☎ 03-3344-

8512へ。

令和２年度の年金額について

▶年金：年額…老齢基礎年金：
78 万 1700 円、障害基礎年金 1
級：97 万 7125 円、2 級：78
万 1700 円、遺族基礎年金：78
万 1700 円、遺族年金の子の加
算額：第 1子および第 2子：22
万 4900 円、第 3 子以降：7 万
5000 円▶問：武蔵野年金事務所
☎ 56-1411

官公署だより

令和２年４月中の災害件数／火災・
救助など 29 件、救急 522件



掲載のイベントなどは、中止・延期の可能性があります。情報は 5月 22日時点のものです。

申込要領 記事に「申込要領参照」とある場合の記入事項 ①行事名（コース）②住所 ③氏名（ふりがな）④電話番号 ⑤そのほかの必要事項（記事に明示）
●特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人 1回（家族対象のものは 1家族 1回）の申し込みです　●往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
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　情報公開は、市自治基本条例や市情報公開条例で定められ
ているように、市民の市政への参加を促進するため、市政に
関する情報を公開することにより、市民の知る権利を保障し、
公正で透明な市政を推進することを目的とする制度です。市
報毎月 15日号のCIMコラムで、知っていただきたい情報
を分かりやすく掲載しているほか、市政に関わる情報は、市
政資料コーナーをはじめ、市報・市HP・各課窓口などで提
供を行っています。窓口などで提供されていない行政文書に
ついても、市民からの請求に応じて、個人のプライバシーに
最大限配慮したうえで、閲覧や複写により、原則として開示
を行っています▶問：市民活動推進課☎ 60-1809

（直接窓口へ持参、または
郵送・ファクス）

原則請求のあった日の翌日よ
り起算し、実施機関は 14日
以内に決定

　市役所 7階にある市政資料コー
ナー（＝写真）では、市の刊行物、
報告書をはじめ、法規、辞典、官
報など各種の資料を自由に閲覧で
きます。コピー（Ａ３まで白黒１
枚 10 円・カラー１枚 30 円）や
備え付けのパソコンによる行政情
報のインターネット検索ができ、
有償刊行物の販売や資料の頒布な
ども行っています。なお、市政資料の目録（平成 20～ 31・令和元年度）
は市HPの「市政資料」に掲載しています。
　また、市は有償で一部の刊行物の販売を行っています。有償刊行物一覧
は、「わたしの便利帳令和２年・３年版」124頁や市HPの「有償刊行物」
に掲載しています。

　市報では毎月 15日号に身近な題材の中から、
市民の皆さんに知ってほしい情報を、市民ライ
ターが分かりやすくお伝えするCIMコラムを掲
載しています。平成４年から続いている本市なら
ではの取り組みで、令和元年度は、「マイエンディングノート」、「オープ
ンデータの活用」、「障害者地域生活支援ステーション『わくらす武蔵野』」
などをテーマとしたコラムが掲載されました。

市民に情報を公開し、
公正で透明な市政を
推進します

開示請求書を情報公開
担当に提出

全部開示・一部開示・
非開示決定通知の交付

行政文書開示請求の流れ

令和元年度行政文書開示状況

令和元年度は、工事
設計書や生産緑地地
区一覧表、プロポー
ザル採点結果などが
提出されました。

写しの交付や郵送
を希望するときは、
実費の支払いが必
要です。

市政資料コーナーをご利用ください

一部開示・非開示となる例
開示請求された行政文書の中に、個人名などの「個人を識別でき
る情報」、法人代表者印などの「法人などの地位が損なわれる情
報」、そのほかに「市の審議、検討又は協議に関する情報」、「行
政運営に支障をおよぼす情報」、「任意に提供した情報」などが含
まれる場合は、その部分を非開示としています。

請 求

決 定

毎月15日号の市報に
CIMコラムを掲載しています

ＣＩＭ=Civil Information 
Minimum（これだけは知って
おきたい市民の情報）

実施機関
請求 決定内容（件）

審査
請求件数 延べ人数 全部開示 一部開示

非開示
(うち文書
不存在 )

却下

市長部局 153 103 35 105 13（8） 0 1
教育委員会 28 18 13 10 5（5） 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0

計 181 121 48 115 18（13） 0 1
前年度計 182 117 51 107 24（23） 0 6

※ 市政資料コーナーは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
5月 22日現在、閉設しています。再開については市HPなどでお
知らせします。

公会堂：吉祥寺南町 1-6-22 ☎ 46-5121
吉祥寺美術館：吉祥寺本町 1-8-16F&F ビル 7階 ☎ 22-0385
吉祥寺シアター：吉祥寺本町 1-33-22 ☎ 22-0911
かたらいの道 市民スペース：中町 1-11-16 武蔵野タワーズ 1階 ☎ 50-0082
芸能劇場：中町 1-15-10 ☎ 55-3500　市民文化会館：中町 3-9-11 ☎ 54-8822
スイングホール：境 2-14-1 ☎ 54-1313　松露庵：桜堤 1-4-22 ☎ 36-8350

施設
DATA

文化事業団

■文化事業団HP http://www.musashino-culture.or.jp/

●各種催し物の延期・中止について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、コンサートな
どの開催が困難な状況です。最新情報は、文化事業団HPを確認し
てください。
※閉館期間中の土・日曜は、市民文化会館に問い合わせてください。
●インターネット配信について
音楽や落語などの公演、トークライブや所蔵作品の解説など、自宅
で楽しみながら学べる芸術文化のプログラムを配信予定。詳しくは、
文化事業団HP、ツイッターをご覧ください。

街づくりの拠点として活動を進め
てきました。
　今年度は皆さんと地域の課題を
共有し、安心・安全のために「地
域におけるコミセンのあり方」に
ついて検討していきたく計画して
います。地域の皆さんのご参加を
お待ちしています。

吉祥寺東（吉祥寺東町1-12-6） ☎21-4141
本宿（吉祥寺東町3-25-2） ☎22-0763
吉祥寺南町（吉祥寺南町3-13-1） ☎43-6372
御殿山（御殿山1-5-11） ☎48-9309
本町（吉祥寺本町1-22-2） ☎22-7002
吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ☎55-3297
吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ☎55-3297
吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ☎22-7006
けやき（吉祥寺北町5-6-19） ☎54-8719
中央（中町3-5-17） ☎53-3934

中町集会所（中町1-28-5） ☎53-2251
西久保（西久保1-23-7） ☎54-8990
緑町（緑町3-1-17） ☎53-6954
八幡町（八幡町3-3-16） ☎54-0169
中央公園北ホール（八幡町2-5-3） ☎56-0055
関前（関前2-26-10） ☎51-0206
関前分館（関前3-16-6） ☎51-0206
西部（境5-6-20） ☎56-2888
境南（境南町3-22-9）  ☎32-8565
桜堤（桜堤3-3-11） ☎53-5311

連　絡　先 休館中のためつながらない場合があります

　本町コミセンは環境浄化の一環
として、開設されて以来、明るい

今後の開館予定については、お問い合わせください▶問：市民活動推進
課☎ 60-1830

地域フォーラムの開催
～地域の皆さんとともに

本町コミュニティ
センター協議会

コミュニティ
レポート

市民伝言板市民伝言板

市民の市内での活動の情報交換や仲間づくりをお手伝いするコー
ナーですが、イベントなどへの参加を広く募集することは、集団感染
を誘発する恐れもあることから、一定期間、市報の掲載を中止しま
す。再開が決まり次第、お知らせします▶問：秘書広報課☎60-1804

コミュニティセンター
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、6頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

毎月19日は
 食育の日です

　食育推進計画に基づき、多様な食育
事業を通じて皆さんの「食」が豊かに
なるよう応援していきます▶問：健康
課☎ 51-0700

６月は

月月月月

むさしの食育フェスタ開催むむさしの食育フェスタ開開催
　11月 21日（土）に保健センターで第 1回「む
さしの食育フェスタ」を開催する予定です。
　健康、学校給食、地産地消など市のさまざま
な食育を取り上げ、楽しみながら武蔵野の「食」
を感じられる、市で初めての「食」のイベント
です。詳細は市報、市HPなどでお知らせします。

クックパッドで食情報を発信しています
　「クックパッド　武蔵野市の公式キッチン」には
離乳食、保育園・学校の給食、高齢者、食品ロス、
エコ、地産地消、健康などをテーマ
にしたレシピが 200 点以上掲載さ
れています。毎日の食卓を豊かにす
る情報を、ぜひご覧ください。

６月は環境月間です

　これらの取り組みを、いくつも組み合わせて実施していくことが、気候変動や
地球温暖化の進行を抑制し、暑い時期でも快適に、健康に過ごすことにつながり
ます。取り組みの中には、市の助成制度を活用できるものもあります。助成の対
象や時期などについては、市HPなどをご覧ください。

　昨年 10月の台風 19 号など、近年地球温暖化が原因とみられる異常気
象が多発し、私たちの生活にその影響が迫ってきています。気候危機と言わ
れている今、クールビズや省エネルギーの取り組みだけではない、「緩和策」
と「適応策」の複合的な対応を意識することが必要です▶問：環境政策課☎
54-1221（5月末日まで）、☎60-1945（6月1日から）

気候変動によるリスクの主なものは、下記の８
つと言われています。
昨年は、世界中で記録的な猛暑となり、欧州各
地では 40℃を超え、北極圏の氷河の融解や大
規模な山火事が相次ぎ、日本でも豪雨による災
害が多く発生しました。災害復旧には多大な労
力と費用がかかるだけでなく、損失した生態系
は元に戻らない“不可逆的”な状態になってし
まうことが懸念されています。

気候危機について

環境に配慮した行動を一緒に進めていきましょう

「飲み水を　未来につなごう　ぼくたちで」
 （標語）

災害に備えた取り組み 水道の都営一元化
　万が一に備え、水道水のくみ置き
を習慣にしておきましょう。人の生
命維持に必要な水の量は、成人で１
日約３リットルと言われています。
給水車などによる応急給水まで３日
近くかかることが想定されますの
で、３日分の飲料水を確保しておき
ましょう。

家庭でできる災害時の備え

水道週間　６月１日（月）～７日（日）

　水道週間とは、水道について理解と関心を深める
ことを目的に全国で実施されるものです。

配水管更新工事の様子

たち
（標語）

日（（

た

（（

たたちちで」で」

（日日））

ち

ここ

　「都営一元化」とは、水道事業を都が一元的に経
営することです。本市は昭和 26年より水道事業を
単独で経営していますが、将来にわたって市民の皆
さんに安全で安心な水道を安定的に供給するために
は、老朽化している施設などの更新とともに経営基
盤や技術基盤の強化を図っていく必要があると考え
ています。そのため、都営水道との一元化を目指し、
都と具体的な課題整理を進めています。

　市では災害に備えて、次のような
取り組みをしています。
○ 水道管の耐震化
　令和元年度末　約 47.5％
○ 井戸への非常用発電機の設置
　市内 17カ所
○ 災害時の飲料水の確保
　耐震性貯水槽　市内５カ所

　水道は、私たちの日常生活に欠かせない重要なライ
フラインです。本市の水道事業は、24時間 365 日、
市民の皆さんに安全な水を届けています。我が国の水
道施設の多くは高度経済成長期に建設されたもので老
朽化が進んでおり、修理や取り替えが必要になってい
ます。本市でも同様に、施設の更新時期を迎えていま
す▶問：水道部総務課☎ 54-5176

気候変動による８つのリスク

気候変動や地球温暖化を引き起こす二酸化
炭素などの温室効果ガスの排出を減らした
り、吸収を増やしたりすることです。
私たちが家庭や職場でできる緩和策
・ 夏場のエアコン温度の 28℃設定や不要な機器の
コンセントを抜くなどの省エネルギー活動

・ 冷蔵庫やエアコン、給湯機器などの新品への買い
替え、照明の LED化などによる省エネルギー化

・ 太陽光発電パネルの設置や家庭用燃料電池などに
よる創エネルギー

気候変動や地球温暖化の悪影響に対応し
被害を最小限に抑えることです。
私たちが家庭や職場でで
きる適応策
・ 28℃の温度設定でも快
適に過ごせるようクー
ルビズを活用する

・ ゴーヤなど緑のカーテ
ンを育て建物の中を遮
光する

緩和策とは 適応策とは
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市民の生命、安全確保、社会生活の維持に関する業務を優先し、市
民生活を支える行政活動の確実な継続を図ります。

●庁内の各窓口における感染防止対策
マスク着用、手洗い、うがいなどの徹底、定期的な職場の換気、カ
ウンターなどの消毒、窓口ビニールカーテンの設置など▶問：人事
課☎ 60-1812

関係者との連絡調整や各委員会の遠隔実施などのため実施します▶
問：情報管理課☎ 60-1805

●Web会議システムの試行

5 市民生活を支える行政活動を継続するための対策

問い合わせの多い事例についてお知らせします。
○ 本人確認書類：健康保険証、介護保険証または社員証などの顔写真が
ないものでも使用できます。

○ 申請書の「２給付対象者」の「特別定額給付金を『□希望する』、『□
不要』」欄の記載方法：該当するどちらか１つに「□」を入れてください。

○ 返信用封筒：１日も早く発送するため、在庫が確保できたサイズの封
筒で発送しました。

※オンライン申請：5月 29日（金）午後 11時 59分をもって当面の間、
停止します。再開が決まり次第、市HPなどで周知します。
▶問：武蔵野市特別定額給付金コールセンター☎ 60-1974

子育て世帯への臨時特別給付金（児童手当の１万円上乗せ）の一般
支給対象者（公務員以外）の方に案内を送付しました。受給を希望
しない場合は、６月 12日（金）までにご連絡ください。
▶問：子ども家庭支援センター☎ 60-1852

子育て世帯への臨時特別給付金

特別定額給付金の郵送申請用の
申請書を 5月 20日に発送しました

申請期限
８月21日（消印有効）

●令和３年度の固定資産税・都市計画税のうち「都市計画税」を2分の1に減税します
減税率について
市税条例で「0.2％」と定められていますが、令和３年度に限り「0.1％」
とします。
※ 都市計画税：都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充て
るための目的税。令和２年度の税額（税率 0.2％）は４月 24日付で発
送した納税通知書３頁の⑬の都市計画税欄で確認できます。

自粛要請などにより収入が減少する市民および事業者の暮らし
や市内の経済を守るため、都市計画税の減税を行います。事業
経営の固定費である地代・家賃などの賃借料の基準額の一部と
される都市計画税の減税を行うことで、地主・ビルオーナー・
テナントの連携を促し、地域経済の維持を図ることも目的とし
ています▶問：資産税課☎ 60-1826

アルバイトができず苦慮している学生などを対象に雇用を創出します。
●学生アルバイトなどの積極的な活用

業務／応募資格／応募人数 勤務日数（曜日）勤務時間／勤務場所
／報酬／交通費 選考

書類整理などの一般事務／
新型コロナウイルス感染症
の影響で仕事を失った方／
若干名

週 3～ 5日（月～金曜、応相談）午
前 9 時～午後 5 時／市役所／時給
1030円／交通費あり（上限あり）

書 類 審 査、
面接：
6月7日（日）

申込・問：6月 4日（木・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付）に志望動機
を記載し郵送で〒180-8777 産業振興課☎ 60-1965 へ

対象
事業者

生活関連サービス業、医療・福祉、卸売業・小売業、不動産取引業、技術サー
ビス業、サービス業（政治・経済・文化団体・宗教を除く）に該当する
事業を実施する事業者

支給額 １事業者当たり：法人 30万円、個人事業主 15万円。（市内で複数店舗
などを運営している法人60万円、個人事業主30万円）

3 まちの経済を守る支援策
新たに市独自の中小企業者などへの緊急支援金を給付するとともに、テイク
アウト・デリバリー支援事業や、国・都給付金などの申請サポート窓口を開
設し、事業者へのさらなる支援を進めます。

東京都の感染拡大防止協力金の対象外となってい
る事業者のうち、感染拡大防止策を自主的に実施
している下表の事業者に対して、感染拡大防止お
よび中小企業者などへの支援を行うため緊急支援
金を支給します。詳細は、市HP参照▶問：武蔵
野市緊急支援金コールセンター☎ 60-1951

●感染拡大防止中小企業者等緊急支援金 10億3356万円

各種支援策の申請にサポートが必要な事業者に対して、商
工会議所が申請サポート窓口を設置するため、市が補助を
行います▶申込：吉祥寺会場☎ 27-1633、武蔵境会場☎ 
30- 5523※「商工会議所パソコン教室です」と出ますが、
相談予約であると伝えてください▶問：商工会議所☎ 22-
3631

● 中小企業者等申請サポート窓口
事業補助（予約制） 1072万円

①新たにテイクアウト・デリバリーを実施する市内の中小
飲食事業者に対し、実施に伴う経費を１店舗当たり最大
10 万円助成します。詳細は 6月 8日（予定）に市HPに
掲載②テイクアウト・デリバリーを行っている市内飲食店
などを紹介するホームページを開設します▶問：産業振興
課☎ 60-1832

●テイクアウト・デリバリー支援事業 6100万円

市内飲食店を応援するために、寄付額に応じた「食事券」
が提供されるクラウドファンディングを商工会議所が行い
ます。市は、食事券に特典として付加される「寄付額の
20％のプレミアム分」を補助します▶問：商工会議所☎
22-3631

● 地域飲食店応援クラウドファン
ディングプログラム事業補助 200万円

４月１日より中小規模事業者を対象とした一部市制度融資
における本人負担率の 0.1%引き下げを実施しています▶
問：産業振興課☎ 60-1832

● 制度融資利子補給金・信用保証
料補助金 4000万円

● 市立小学校臨時休業中における学童クラブ受け入れ児童への給食弁
当の提供

● 「子どもの食の確保」緊急対策を行う事業者等への支援の実施
● 就学援助費（小・中学校の給食費・学用品費などの支援制度）支給
対象者の臨時的拡大

4 子ども・子育て・教育などを支える取り組み
在宅生活が長引く中でも、子どもたちがのびのびと育ち、学ぶことが
できるような環境づくりに取り組みます。

厚生労働省による妊婦用マスク配布の一時中断を受け、出産予定の方
の感染不安を軽減するため、市独自でマスクを郵送します▶問：健康
課☎ 51-0700

●妊婦へのマスクの独自配布 34万円

教職員から児童・生徒へ向けたメッセージ動画や、家庭学習として提
示した課題のポイント解説動画などの教材提供や動画配信を行いま
す。自宅で配信動画が見られない家庭向けに、タブレット端末やモバ
イルルーターを貸し出します▶問：指導課☎ 60-1898

● 学校休業中の学習課題の提供やインター
ネットなどを活用した家庭学習支援 2786万円

妊婦の不安軽減と新型コロナウイルス感染症予防
のため、ゆりかごむさしの面接（妊婦面接）時に
お渡しする「子ども・子育て応援券」（１万円分）
に２万円分を上乗せし、３万円分を
配付します。タクシー移動時にも利
用できます（令和 2年度事業）▶問：
子ども政策課☎ 60-1239、健康課☎ 51-0700

１万円１万円

２万円２万円

３万円３万円

●子ども・子育て応援券の拡充 4073万円

（上乗せ）
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